
２ 審査請求の処理状況２ 審査請求の処理状況２ 審査請求の処理状況２ 審査請求の処理状況

（１）平成29年度中に審査請求のあった新規事案（１）平成29年度中に審査請求のあった新規事案（１）平成29年度中に審査請求のあった新規事案（１）平成29年度中に審査請求のあった新規事案
(平成30年3月31日現在）

公 文 書 名
実施機関 審査請求 諮 問 答申年月日 決定年月日
（処分） 年 月 日 年 月 日 と 内 容 と 内 容

NPO法人◯◯◯に係る相談文書 知 事 29. 4. 3 29. 5.16 29. 9. 4 29. 9.29
(非開示) （答申第２５０号） 棄 却

原処分は妥当である

再生資源利用実施書 知 事 29. 4. 5 29. 5.17 29.11.17 29.12.19
(一部開示) （答申第２５１号） 棄 却

原処分は妥当である

急傾斜地崩壊危険箇所設定にお 知 事 29. 2.14 29. 6.21 29. 11.17 30. 1.12
ける傾斜区分図・横断測線・補 (不存在) （答申第２５３号） 棄 却
助測線・傾斜変換点の定義を明 原処分は妥当である
示した文書等

土砂災害防止法に基づく土砂災 知 事 29. 2.17 29. 6.21 29.11.17 30. 1.12
害警戒区域指定の際の急傾斜地 (不存在) （答申第２５４号） 棄 却
上下端の設定方法の根拠に関す 原処分は妥当である
る文書のうち、国からの通知文
書、通達、議事録及び調整記録
等

土砂災害防止法基礎調査マニュ 知 事 29. 3.13 29. 6.21 30. 2. 7 30. 3.15

アル（案）～急傾斜の崩壊編～ (不存在) （答申第２５７号） 棄 却

第３版【増刷版】において表題 原処分は妥当である

の後に「（案）」と記載されて
いる理由及び「（案）」が付い
た場合と付かない場合の文書扱
いの違いについて記載された文
書

北海道が土砂災害警戒区域を指 知 事 29. 3.13 29. 6.21 30. 2. 7 30. 3.15
定する際、土砂災害法の規定と (不存在) （答申第２５８号） 棄 却
異なる設定法を取っていること 原処分は妥当である
が法令に違反しない事の根拠文
書

アカウンタビリティー不履行と 知 事 29. 2.17 29. 9.14 29.11.17 29.12. 7
判断した基礎資料（114件） (不存在) ～ （答申第２５５号） 棄 却

29. 5.15 原処分は妥当である

回答及び説明責任不履行と判断 知 事 29. 2.17 29. 9.14 29.11.17 29.12. 7
した基礎資料（124件） (不存在) ～ （答申第２５６号） 棄 却

29. 5.19 原処分は妥当である

アカウンタビリティー不履行と 知 事 29. 5.30 29.10.18 30. 2. 9 30. 2.26
判断した基礎資料（101件） (不存在) ～ （答申第２６１号） 棄 却

29. 9.11 原処分は妥当である

回答及び説明責任不履行と判断 知 事 29. 5.30 29.10.18 30. 2. 9 30. 2.26
した基礎資料（93件） (不存在) ～ （答申第２６２号） 棄 却

29. 9.11 原処分は妥当である

電話受理記録 知 事 29. 9.13 29.12. 5 (審議中)
(一部開示)

体罰に係る事故報告書 教育委員会 29.10.11 29.12. 8 (審議中)
(一部開示)



公 文 書 名
実施機関 審査請求 諮 問 答申年月日 決定年月日
（処分） 年 月 日 年 月 日 と 内 容 と 内 容

「私立学校管理運営費補助金交 知 事 29.10.19 30. 1.10 (審議中)
付要綱」に規定する補助金のう (一部開示)
ち「私立専修学校等管理運営費
補助金」により補助金を交付し
た学校法人「◯◯◯」及び「◯
◯◯」に対する補助金に係る文
書等

アカウンタビリティー不履行と 知 事 29. 9.19 30. 1.30 (審議中)
判断した基礎資料（82件） (不存在) ～

29.12. 4

回答及び説明責任不履行と判断 知 事 29. 9.19 30. 1.30 (審議中)

した基礎資料（75件) (不存在) ～
29.12. 4

平成30年度北海道・札幌市公立 教育委員会 29.12.21 30. 3. 6 (審議中)
学校教員採用候補者選考検査に (一部開示)
係る１次検査免除者一覧表

アカウンタビリティー不履行と 知 事 29.12.25 (未諮問)
判断した基礎資料（62件） (不存在) ～

30. 2.19

回答及び説明責任不履行と判断 知 事 29.12. 8 (未諮問)
した基礎資料（68件） (不存在) ～

30. 2.19

（２）平成28年度以前からの継続事案（２）平成28年度以前からの継続事案（２）平成28年度以前からの継続事案（２）平成28年度以前からの継続事案
（平成30年3月31日現在）

公 文 書 名
実施機関 審査請求 諮 問 答申年月日 決定年月日
（処分） 年 月 日 年 月 日 と 内 容 と 内 容

放置違反金命令書発送件数等 道警本部 28. 6.30 28. 8.17 29. 1.16 29. 4.12
(不存在) （答申第２２６号） 棄 却

原処分は妥当である

特定の職員が実在していたこと 道警本部 28. 7.14 28. 9. 8 29. 1.16 29. 4.12
を証明する文書 (存否応答 （答申第２２７号） 棄 却

拒否) 原処分は妥当である

「放置車両確認機関」の機関名 道警本部 28. 7.29 28. 9. 8 29. 1.16 29. 4.12
一覧等 (不存在) （答申第２２８号） 棄 却

原処分は妥当である

温泉利用施設に係る調査結果表 知 事 28. 8.22 28.10.17 29. 3.17 29. 6.27
等 (一部開示) （答申第２３４号） 棄 却

原処分は妥当である

建設廃棄物処理委託契約書等 知 事 28. 9.26 28.10.26 29. 6.27 29. 8.31
(非開示) （答申第２４５号） 認 容

原処分は妥当でない

アカウンタビリティー不履行と 知 事 28.10.11 29. 2. 9 29. 3.17 29. 6. 6
判断した基礎資料（52件） (不存在) ～ （答申第２３８号） 棄 却

28.11.21 原処分は妥当である

回答及び説明責任不履行と判断 知 事 28.10. 7 29. 2. 9 29. 3.17 29. 6. 6
した基礎資料（53件） (不存在) ～ （答申第２３９号） 棄 却

28.11.21 原処分は妥当である



公 文 書 名
実施機関 審査請求 諮 問 答申年月日 決定年月日
（処分） 年 月 日 年 月 日 と 内 容 と 内 容

道議会庁舎改築基本設計関連資 知 事 28.11. 7 28.12. 9 29. 5.18 29. 6. 2
料等 (不存在) （答申第２４０号） 一部認容

(非開示) 一部認容・一部妥当 一部棄却

特定交番における勤務日誌 道警本部 28.10.19 28.12.22 29. 5.18 29. 7. 5
(不存在) （答申第２４１号） 棄 却

原処分は妥当である

特定職員の氏名等に関する記録 道警本部 28.12.10 29. 2.16 29. 9. 4 29.10.11
(存否応答 （答申第２４７号） 棄 却
拒否) 原処分は妥当である

アカウンタビリティー不履行と 知 事 28.11.24 29. 3. 9 29. 5.18 29. 7. 4
判断した基礎資料（60件） (不存在) ～ （答申第２４３号） 棄 却

29. 2.10 原処分は妥当である

回答及び説明責任不履行と判断 知 事 28.11.28 29. 3. 9 29. 5.18 29. 7. 4
した基礎資料（56件） (不存在) ～ （答申第２４４号） 棄 却

29. 2.10 原処分は妥当である

浄化槽の指導・普及に関する調 知 事 29. 2.10 29. 3.31 29. 9. 4 29.10. 2
査結果等 (一部開示) （答申第２４８号） 棄 却

原処分は妥当である

相談内容記録等 道警本部 29. 2.24 29. 4.13 29. 9. 4 29.10.11
(存否応答 （答申第２４９号） 棄 却
拒否) 原処分は妥当である


